
いじめの防止、問題の解決に向けて            第二葛西小学校 

 

 

いじめ対応の状況（令和６年１１月現在） 

第二葛西小学校では、全教職員が子どもたちの心と体の安全を第一に考えて、日々の教育

活動を進めています。担任、専科等の教員はもちろん、多くの職員もそれぞれの立場から子

どもたちの学校生活を見守っています。また学期ごとに「学校生活に関するアンケート」を

行い、その記述に基づいていじめやそれにつながる恐れのあるトラブル等について聞き取り

を行うなどして、早期発見、解消をめざしています。アンケートの中には、日常の些細な行

き違いからの困り感、トラブルからつらさを訴える内容などが見られることもあります。こ

うしたアンケートや子どもからの話、保護者の方からのご相談などに対して、事態の大小を

問わず、実態に応じた適切な対応をすることが、いじめの未然防止および解消につながるも

のと考えています。 

今年度１，２学期までの本校の状況といたしましては、昨年度と同様に、各学級とも数件

の相談や訴えなどがあり、その解消に努めてまいりました。指導・対応の際には、担任だけ

でなく学年主任、管理職をはじめ関係教職員も積極的にかかわり、また、保護者の皆様と連

携させていただくなどしています。その中で、いじめと捉えた案件につきましては区教育委

員会への報告をしております。現在、経過観察も含めて指導中の案件もありますが、すべて

の事案に対して最後まで適切に対応し完全な解決を図って参ります。 

保護者の皆様には、今後も子どもたちを見守っていただき、気になる変化や心配な様子な

どがございましたら、小さなことでも遠慮なく学校へご連絡いただけると幸いです。 

引き続き、いじめ防止・解消に努めてまいりますので、ご理解とご協力をお願いいたします。 

 

学校いじめ防止基本方針 

第二葛西小学校のいじめの防止および早期発見、対応に関する取り組みの詳細に 

つきましては、本校のホームページにある「学校いじめ防止基本方針」をご覧くだ 

さい。 

 

※いじめの定義 

「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童

と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響をあたえる行為（インタ

ーネットを通じて行われるものを含む。）であって、当該行為の対象となった児童が心身の

苦痛を感じているものをいう。（いじめ防止対策推進法 第二条） 


